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平成２６年教育委員会第４回定例会会議録

開会日時   平成２６年４月１０日  午前  １ ０時００分 

閉 会日時     同      上   午 前  １ １時２５分 

 場  所  教育委員会室 

 出席委員  委員長  杉 浦   容 子 

同職務代理  塚 本   亨 

委  員  面 田   博  子 

       委  員  松 本    實 

       委  員  竹 髙  京 子 

       教育長  塩 澤  雄  一 

 議場出席委員 

・教 育 次 長    前田 正憲 

・庶 務 課 長    杉立 敏也 

・学 務 課 長    石合 一成 

・統括指導主事    光山 真人 

・地域教育課長    尾形 保男 

・生涯スポーツ課長    竹嶋 和也 

・教 育 委 員 会 事 務 局 副 参 事    中島 英一 

・学校教育担当部長    平沢 安正 

・学 校 施 設 課 長    伊藤日出夫 

・指 導 室 長    岡部 良美 

・統括指導主事    加藤 憲司 

・生涯学習課長    香川 幸博 

・中央図書館長    橋本 幸夫 

書  記 

・企画係長  菊池 嘉昭 

開会宣言  委員長 杉 浦  容 子 午前 １０時００分 開会を宣する。 

署名委員  委 員 杉 浦  容 子  委 員 塚 本  亨  委 員 塩 澤  雄 一 

     以上の委員３名を指定する。 

議事日程  別紙のとおり 
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開会時刻１０時００分 

○委員長 おはようございます。 

 ただいまから、平成26年教育委員会第４回定例会を開会いたします。 

 議事に入る前にお諮りしたいことがございます。 

 本日１名の傍聴人の方の申し出がございました。許可したいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 それでは、傍聴を許可することといたします。 

 では、傍聴人の入室を許可することといたしますので、傍聴人を呼んでいただきたいと思い

ます。 

 委員長から傍聴人の方に申し上げます。 

 「 飾区教育委員会傍聴規則」等の規定により、傍聴人は次の事項を守ってください。 

 １、傍聴人は、委員会の中では発言できません。 

 ２、傍聴人は、静粛を旨とし、委員の言論に対して拍手など賛否をあらわすようなことはお

やめになっていただきたいと思います。 

 ３、傍聴人は、写真撮影、録画、録音を行わないでいただきたいと思います。なお、携帯電

話の電源はお切りください。 

 ４、傍聴人は、その他会議の妨げとなるような行為はしないでください。 

 なお、傍聴人にこれらの規則等に反する行為があった場合は、退席していただくことになり

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、平成26年教育委員会第４回定例会を再開いたします。 

 本日の会議録の署名は、私に加え、塚本委員と塩澤教育長にお願いいたします。 

 初めに、新年度の異動がございましたので、紹介をお願いしたいと思います。 

 庶務課長、お願いいたします。 

○庶務課長 それでは、私から、平成26年４月１日付で人事異動がございましたので、ご紹介

させていただきます。 

 教育次長、前田正憲でございます。 

○教育次長 前田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○庶務課長 学校教育支援担当課長事務取扱学校教育担当部長、平沢安正でございます。 

○学校教育担当部長 よろしくお願いいたします。 

○庶務課長 指導室統括指導主事、加藤憲司でございます。 

○統括指導主事 よろしくお願いします。 

○庶務課長 地域教育課長、尾形保男でございます。 
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○地域教育課長 よろしくお願いいたします。 

○庶務課長 生涯学習課長、香川幸博でございます。 

○生涯学習課長 よろしくお願いいたします。 

○庶務課長 教育委員会事務局副参事、中島英一でございます。 

○副参事 よろしくお願いします。 

○庶務課長 最後に、私、庶務課長、杉立敏也でございます。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事日程に入りたいと思います。 

 本日は、議案等が２件、それから、報告事項等７件でございますので、よろしくお願いいた

します。 

 議案第20号「学校職員服務取扱規程の一部改正について」、上程いたします。 

 指導室長。 

○指導室長 それでは私から、議案第20号「学校職員服務取扱規程の一部改正」につきまして

提出をさせていただきます。 

 提案理由でございますが、事故欠勤に係る届出方法の変更に伴いまして、所要の改正をする

必要がございますので、本案を提出させていただくものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 改正内容といたしましては、現行の下線の部分でございます。 

 区の職員、さらには県費負担職員につきまして、事故欠勤があった場合に、出勤後直ちに休

暇・職免等処理簿により届け出なければならないと、現行ではなってございました。 

 こちらのほうを改正いたしまして、区の職員でございます幼稚園教育職員につきましては、

区の職員と同様に、庶務事務システムにより届け出をするように変更をしております。 

 さらには、小中学校の教職員につきましては、県費負担教育職員でございますが、現行のと

おり、休暇等職免処理簿で事故欠勤の届けを提出するというものでございます。 

 こちらにつきましては、平成26年４月１日から適用するものでございます。 

 私のほうからは、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの指導室長のご説明について、ご意見、ご質問等ございましたらお願いい

たします。 

 よろしいですか。 

（「ありません」の声あり） 

○委員長 お諮りいたします。議案第20号「学校職員服務取扱規程の一部改正について」、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○委員長 異議なしと認め、議案第20号「学校職員服務取扱規程の一部改正について」、可決と

いたします。 

 次に、議案第21号「 飾区立学校の事案決定手続等に関する規程の一部改正について」、上程

いたします。 

 指導室長。 

○指導室長 それでは私から、議案第21号「 飾区立学校の事案決定手続等に関する規程の一

部改正」につきまして、提出をさせていただきます。 

 提案理由でございますが、 飾区立学校の管理運営に関する規則の改正に伴いまして、所要

の改正をする必要がございますので、提出をさせていただくものでございます。 

 大変申しわけございませんが、本日机上に新旧対照表、一部訂正がございますので、こちら

の机上に配付をさせていただきましたものを使いましてご説明をさせていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 昨年の教育委員会の中で、 飾区の管理運営規則に関する規則の改定につきまして、教職員

の新しい職でございます「指導教諭」「栄養教諭」等を規則の中に入れるということでご審議を

いただいたところでございます。 

 今回の改正内容につきましては、その新旧対照表にありますとおり、下線部の「主幹教諭」

の後に、「指導教諭」「栄養教諭」さらには「主任教諭」「主任養護教諭」を新たにそこに加える

ものでございます。 

 こちらにつきましては、平成26年４月１日から適用をさせていただきたいと考えております。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの指導室長のご説明について、ご意見、ご質問等ございましたらお願いい

たします。 

（「ありません」の声あり） 

○委員長 よろしいですか。 

 議案第21号「 飾区立学校の事案決定手続等に関する規定の一部改正について」、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 異議なしと認め、議案第21号「 飾区立学校の事案決定手続等に関する規程の一部

改正について」、可決といたします。以上をもちまして、議案の審議を終了いたします。 

 次に、報告事項等に入らせていただきます。 

 報告事項等１「平成26年度教育費予算の執行について（通達）」についてご説明をお願いいた
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します。 

 庶務課長。 

○庶務課長 それでは、私から「平成26年度教育費予算の執行について（通達）」について説明

させていただきます。資料をごらんください。 

 こちらにつきましては、例年教育長から各学校長宛てに通達をしているものでございます。 

 そして、本年度の中身ですけれども、まず冒頭の段落で、平成26年は、かつしか教育プラン

のスタートの年であるということを述べてございます。 

 そして、本プランの内容を説明した上で、その段落の結びの部分ですが、「教育委員会と学校

現場が今まで以上に一体となって、計画事業や各種教育施策を着実に推進し、 飾区の教育環

境のさらなる向上を図っていく」と結んでございます。 

 そして、それぞれの取り組みを「第一に」から掲げてございます。 

 「第一に」ですが、「生きる力を育む、質の高い学校教育を推進します」に関しては、という

ことで、「 飾区学力伸び伸びプラン」の拡充、それから、「 飾スタンダード」に基づいて、

各学校で取り組みを推進することなどを掲げてございます。 

 次に、「第二に」で、「子どもの健全育成に向けて、家庭・地域・学校が協働して取り組みま

す」につきましては、地域と学校の協力の拡充、「わくわくチャレンジ広場」等について記載を

してございます。 

 次に、「第三に」でございますが、「子どもがいきいき学ぶ、教育環境づくりを推進します」

に関しましては、教育施設環境の充実ということで、中青戸小学校の改築等について記載させ

ていただいております。 

 次の段落でございますが、「一方」以降につきましては、ＩＣＴ教育推進校の拡充、それから、

東京理科大との連携を記載してございます。 

 ページをおめくりください。２ページ目でございます。 

 「第四に」についてですが、「生涯にわたる豊かな学びを支援します」ということで、「かつ

しか区民大学」、「かつしか郷土かるた」、それから「こすげ小学校」内の地区図書館整備、更に、

小菅西公園の整備工事、最後には仮称ですが「かつしかふれあいＲＵＮフェスタ」を開催する

という内容を記載してございます。 

 そして、その段落の最後につきましては、「下記事項を所属職員に周知の上、平成26年度予算

の執行に万全を期せられたい。この旨、通達する。」ということで、記書きの中の２では、節電

対策や、水道、ガスの適正管理を徹底すること。３では、計画的、効率的な執行や、規則等の

遵守。５では、旅費及び時間外勤務手当てについては、批判を招くことがないように留意する

こと。６につきましては、地球環境の保全等について細かな指示をさせていただいてございま

す。 
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 なお、参考までに、 飾区副区長名での予算の執行についての依命通達を参考添付させてい

ただいております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ただいまの庶務課長のご説明について、ご意見、ご質問等ございましたらお願いい

たします。 

 塚本委員。 

○塚本委員 質問ではなくて要望になろうかと思うのですが、既に４月１日付で、教育長名で

各学校に発令されている通達でございます。ただ今、庶務課長からご説明ございました第一、

第二、第三にわたった部分。特にこの４月１日から、各小・中学校におかれましては、再任用

の方も含め新任の校長先生方もいらっしゃいます。学校運営という部分で、屋上屋を重ねるよ

うですけれども、この趣旨を校長会等で、さらに周知徹底をお願いしたいということを１点、

お願いするものでございます。 

 以上です。 

○委員長 庶務課長。 

○庶務課長 この予算の執行の通達につきましては、これから開催される校長会、副校長会で

も、同じ内容を説明させていただきますので、周知徹底はきちんと図っていきたいと考えてご

ざいます。 

○塚本委員 ありがとうございました。 

○委員長 ほかにございますか。 

 面田委員。 

○面田委員 説明を受けましたが、教育費の予算をほかのところと比べますと、今年も増額し

ていただいております。これは区民の大切な税金でございますから、この施策を推進すること

で、子どもたちの学力、体力向上のため、 飾区の教育環境を向上させる目的を、早く達成で

きるように、計画的に執行していただきたいと思います。 

 それからもう一つ、「 飾学力伸び伸びプラン」ですが、今年は確か２年目になりますね。昨

年は、校長先生方もいろいろわからなかった部分も多かった、また、学校差が随分あったよう

に思ったのですが、そういう経験、反省の上に立って、今年は、各学校で必要な「学力伸び伸

びプラン」を立案してやっていただけると思うので、計画的に早く進めて、子どもたちのため

に効果を上げられるよう予算の執行をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 今、面田委員からお話がございました。まず、予算につきましては、各学校にお

いて、早く執行して、子どもたちの学力向上等に結びつくように進めてまいります。 
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 なお、「 飾学力伸び伸びプラン」、今年度２年目になりますが、５月に教育委員の皆様にも

出席いただきます学校長の学校経営プレゼンの中で、今年度につきましては、この「 飾学力

伸び伸びプラン」を中心に取り上げまして、子どもたちの実態はこうであるから、こういう具

体策を持ってこのようにしていく。そのようなことで、各校長のほうからご説明をさせていた

だくプランのプレゼンテーションとしてまいりたいと思います。 

 ぜひ、その際に、また教育委員の皆様からご意見、ご質問等いただければと思いますので、

予算の確実な執行に向けまして、ご協力、ご指導をよろしくお願いいたします。 

○委員長 竹髙委員。 

○竹髙委員 この中で、子どもの健全育成に向けて協働していく。３に教育環境づくりを推進

するとあるのですが、各学校で雨漏りですとか、子どもが落ちついて学習できないような環境

も若干あるとお聞きしております。 

 そういうところも含めまして、トイレについてですが、いろいろな学校に行かせていただい

て、とてもきれいに、使いやすい状態になっているのがすばらしいなと思いました。だたし、

学校の中で、第１期の一番初めに改修したトイレは、きれいではあるのですが、まだ使いにく

いという現状があると思います。第２期以降、随分きれいで、使用しやすいトイレがふえてい

ますので、 飾区の子どもたちが皆平均して、良い環境で生活できるように進めていただけた

らと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長 学校施設課長。 

○学校施設課長 トイレ改修につきましては、平成13年頃から進めてございまして、163系統あ

る中で、昨年度末で123系統、約75％が改修済みということで、残り40系統となります。こちら

につきましても着実に計画を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 当初に改修したトイレは湿式のトイレでございます。なお、現在はドライ化でございます。

そういう面では、清掃面、掃除と言いますか、多少の違いはあると思います。 

 また、学校では、いろいろな不具合もある建物もございますけれども、適切に修繕等をかけ

て、学校環境、教育環境にご迷惑をかけないようにやってまいりたいと思っているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長 ありがとうございます。ほかにございませんか。よろしいですか。 

 では私も一つ意見を言わせていただきます。「 飾学力伸び伸びプラン」につきましては、先

ほど面田委員からご意見、また指導室長のほうからご説明がございましたけれども、前年度は、

やはりスタートでしたので、特色ある学校づくりと、何となく区別がつかない学校もございま

した。その点につきましては、指導室長のほうからご説明いただいたように、プレゼン等、し
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っかりと具体的にやってくださるということですから、期待していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、報告事項等２に入ります。「『かつしかのきょういく』（124号）の発行について」、ご説

明をお願いします。 

 庶務課長。 

○庶務課長 それでは、私のほうから「『かつしかのきょういく』第124号の発行について」、説

明をさせていただきます。資料のほうをごらんください。 

 まず、１面目につきましては、「かつしかっ子宣言・ 飾スタンダードを作成しました」とい

うタイトルで、「かつしかっ子宣言」を目玉に第１面に載せたいと考えてございます。 

 続きまして、２面目をごらんください。 

 こちらには、例年５月発行誌に掲載しておりますが、26年度の教育費予算概要と主要施策と

いうことで、教育予算の全体の数字を上段のほうに掲げまして、下段につきましては、平成26

年度の目玉の主要施策を幾つか載せていきたいと考えてございます。 

 続きまして３面目ですが、こちらにつきましては、年間の学校行事予定表と、特別支援教育

の相談は総合教育センターということで、今年度から相談業務を総合教育センターで行うこと

を掲載させていただくほか、郷土と天文の博物館が４月５日リニューアルオープンいたしまし

たので、写真等を含め、掲載させていただきます。 

 次に、４ページ目をごらんください。 

 こちらにつきましても、例年掲載となっております、朝食レシピコンテスト・親子の手紙コ

ンクール、珠算大会等の入賞者等を紹介しながら、事業のほうをご紹介していきたいと考えて

おります。 

 続きまして、５ページ目をごらんください。 

 ５ページ目につきましては、あいさつ運動ポスターコンクール、それから、文化・芸術・ス

ポーツ功労賞表彰につきまして掲載させていただきます。入賞した皆さん等、受賞内容につい

てご報告をしていくものでございます。 

 次に、６ページ目をごらんください。 

 ６ページ目は、25年度の職場体験受入事業所一覧ということで、昨年度、実際に行った職場

体験の受入事業所等を載せていきたいと考えてございます。 

 続きまして、７ページ目が優秀な職員の表彰につきまして掲載させていただきます。こちら

25名の表彰式が３月20日に行われておりますので、表彰式の内容等についてもご紹介をさせて

いただきます。 

 続きまして、８ページ目につきましては、例年掲載しております、教育長室から、また、教

育委員会の動き等について、掲載させていただきたいと考えてございます。 
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 説明は以上でございます。 

○委員長 ただいまのご説明について、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

よろしいですか。 

（「ありません」の声あり） 

 では、報告事項等３に入らせていただきます。「平成26年度教員異動の実績について」ご説明

をお願いいたします。 

 指導室長。 

○指導室長 それでは、私から「平成26年度教員異動の実績」につきまして、ご報告をさせて

いただきます。資料をごらんいただきたいと思います。 

 こちらの数につきましては、管理職を除く教員の異動の実績となっております。 

 まず、１番、区外転出入の状況でございます。 

 まず、転入者、 飾区に入って来た教員につきましては、小学校が101名、中学校は53名の計

154名となっております。 

 逆に、 飾区から他の区市に転出をいたしました教員につきましては、小学校91名、そして

中学校57名の計148名となっております。 

 昨年度と比較をさせていただきますと、昨年度につきましては、転入が合計110名、転出が140

名でございましたので、今年度につきましては転入者が約44名ふえているという状況でござい

ます。 

 次に、区内の異動状況でございます。 

 こちらにつきましては、区内の中で幼稚園、小学校、中学校の異動でございますが、今年度

につきましては、幼稚園では２名の教員の区内異動、小学校につきましては37名、中学校につ

きましては27名の合計66名の異動となっております。 

 こちらにつきましては、幼稚園は昨年度も２名、小学校は昨年度44名、中学校につきまして

は昨年度20名でしたので、小・中の数を見ますと、今年度は小学校の区内異動者が昨年度より

減少、逆に中学校の区内異動者は昨年度より増加していますが、区内異動の合計人数につきま

しては昨年度と同様の66名となっているところでございます。 

 続きまして、新規採用者の状況でございます。 

 こちらにつきましては、記載させていただきましたように、教員採用試験の正規合格者に加

えまして、１年間の期限のついております期限付任用教員も含んでいるものでございます。 

 今年度につきましては、正規合格者につきましては、小学校は29名でございましたが、さら

に期限付任用教員が８名入りましたので37名となっております。 

 続きまして中学校につきましては、正規合格者が28名でございましたが、中学校は期限付任

用教員が大変増加し、17名期限付任用教員が入っておりまして、全てで新規採用が現在45名と
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なっております。 

 新規採用数につきましては、合計では昨年度と同じ82名となっておりますけれども、正規合

格者を見ますと、昨年度は小学校41名でございましたが、ことしは29名。中学校につきまして

は、昨年度28名のところが今年度同様に28名ということでございまして、この意味では、正規

の合格者の数も減ってきているという状況でございます。 

 さらに、今回の人事異動の特徴といたしましては、数年前から大量採用が行われておりまし

たが、そのちょうど約６年を経ますと、地区異動になりますので、その異動年限に達している

こともございまして、今年度 飾区に入ってきた転入教員、小学校が101名おりましたが、その

うちの63名が 飾区以外のところから、 飾区が２地区目として入ってきた教員でございます。

その意味では、震災以降初めての異動で 飾区に入ってきた異動者が101名中63名であると、半

分以上を超えているという状況でございます。 

 中学校につきましては、今年度転入者53名ですが、そのうち20名が 飾区へ初めての異動で

来たという教員となっております。 

 このところから考えましても、初めての異動で転入をしてきた教員については、その実際の

今の授業力を私たちのほうでしっかりと学校とともに把握するとともに、必要があれば授業力

をさらにつけるような取り組みを私たちのほうで支援していく必要があると思っております。 

 なお、※で表記させていただきましたが、 飾区から転出をされた方の行き先の区について

は、江戸川区以下記載のとおりになっております。 

 さらには、 飾区に入って来た教員154名につきましては、やはり近隣の江戸川区からの教員

が一番多いという、資料に記載させていただきました。 

飾区に入ってきた教員が、 飾区に来て、 飾区の子どもたちのために実力を十分発揮で

きるように、さらには、より能力を伸ばすことができるように、学校長と一緒になって指導室

のほうも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○委員長 ただいまの指導室長のご説明について、ご意見、ご質問等ございましたらお願いい

たします。 

 面田委員。 

○面田委員 ただ今、室長のお話を伺いましたが、初めて異動する教員は６年経過した若い方

で、その若い教員が、大変多く 飾区に異動してきてくださる。その先生方に力をつけるよう

に、指導室のほうで考えて取り組んでくださるということですので、ぜひ、しっかり取り組ん

でいただきたいと思います。 

 それから、もう一つ。やはりまだ６年、７年目ぐらいの先生は、自分自身に対しても不安を

持っている人も多いと思いますので、その点につきましても取組の一つとして、教員としてこ
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れから伸びていけるように鍛えるという、初任研とは違う部分で鍛えていただきたいという強

い思いがいたします。 

 以前、３学期に教育長が全部の学校の授業を見に行かれたと伺いまして、良いことだなと思

いました。ぜひ、今年も参観していただくことも含めて、先生方が、鍛えられることに喜びを

感じるように、そして教師として伸びていけるように、指導をしていってほしいと思います。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 今お話がございましたように、まだ経験が浅い教員が、先ほどお話しした数だけ

異動してきております。 

 その中で、今年は新たに転入者研修を充実させまして、初めての異動をしてきた教員につき

ましては、まず集合研修を２度行います。そしてそのほかに、センターの研修担当教授、もと

の校長先生方になりますが、その方が授業研について、この５月、６月に必ず一度授業を見て

指導を行うと、そのようなシステムをつくったところでございます。校長先生としっかりと相

談を交えながら、場合によっては、２回目、３回目の授業をということもあると思いますが、

ぜひその意味で、自信をつける、そして力をつけるような取り組みを学校と一緒になってやっ

てまいりたいと考えています。 

○面田委員 お願いいたします。 

○委員長 ほかにございますか。 

 竹髙委員。 

○竹髙委員 今のご説明の中で、期限付採用の教員がふえている感じがします。 

 普通に就職する方と違い、期限付の期間に切磋琢磨なさって、１年後にきちんと本採用とな

るのも、その先生の力を養うためにはとてもいいことではないかと、私は感じます。 

 小学校より中学校のほうが期限付採用の教員の方が多いというのは、理由が何かあるのか、

伺いたいと思いました。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 その理由につきましては、中学校では教科の担任制でございますので、それぞれ

の教科の退職者等で正規合格者の数を出しております。 

 ですから、正規合格者について、例えば保健体育の教員が退職を迎えて、定年を迎えた際に、

その補充としてその数を出すわけでございますが、実際のところ、その数と違いが生じた場合

がございます。 

 正規合格者につきましては、４月１日には採用しなければいけないと。そういう意味では、

ある意味ではぎりぎりの数で見積もっている状況がございます。 

 その反面、小学校は全科でほぼとりますので、小学校はいろいろなところで融通をきかすこ

とができるのですが、中学校はその意味では、数を大幅にふやして採ることができないという
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状況がございますので、中学校では期限付の任用教員のほうがふえているという状況でござい

ます。 

 ただ、毎年のように、一つの教科等について、すぐ期限付任用教員の枠が面接に入ってくる

という状況もございますので、そのようなところはそれぞれの教育委員会のほうからの情報を

吸い上げまして、やはり都教委のほうには、できれば正規合格者をきちんと配置できるような

仕組みに近づけていただきたいということは、今後も要望してまいりたいと考えております。 

○委員長 松本委員。 

○松本委員 この表を見たときに、二つ思ったのですが、一つは、大量に退職して、大量に採

用する世代交代の山を越えたなと、まず思いました。

 もう一つは、右側の転出入の先なのです。隣の江戸川区とは大量に交流があるのですけれど

も、大きな足立区との交流が少ないと思ったのです。何か理由があるのでしょうか。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 異動の要綱、定めがございまして、 飾区と足立区が同じ地区に、グループにな

っております。 

 その場合に、教員の一生のうちの異動の約束というのがございまして、そのときに同じグル

ープ、同じ地区である足立区には、異動が基本的にはできないということになっておりますの

で、近隣の足立区ではあるのですが、例えば、初異動、２度目の異動の中で、基本的には同じ

グループに行けませんので、そのような状況になっております。 

○委員長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 では、次にまいります。 

 報告事項等４「平成27年度小学校使用教科用図書の採択について」、ご説明をお願いいたしま

す。 

 指導室長。 

○指導室長 それでは、私のほうから「平成27年度小学校使用教科用図書の採択」につきまし

て、ご説明をさせていただきます。 

 まず、資料をごらんいただきたいと思います。 

 概要でございますが、平成27年度から小学校で使用をされます教科書の採択事務を行うとい

うものでございます。 

 教科用図書、いわゆる教科書につきましては、原則同一教科書の利用は４年という定めがご

ざいますので、小学校につきましては23年度から現行の教科書を利用しておりますので、27年

度の教科書について、新たに採択するというものでございます。 

 採択に当たりましては、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の規定に基
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づきまして実施をしてまいります。 

 小学校では、国語、書写、社会、それから地図、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、

保健体育ごとに１種の教科書を文部科学大臣が作成、送付する教科書目録に登録された教科書

のうちから、使用する年度の前年度の８月31日までに採択をするものとされているものでござ

います。 

 本日、資料でご用意いたしました。資料のほうをおめくりいただきたいと思います。 

 まず、資料１でございます。 

 こちらにつきましては、現段階では案でございますが、平成27年度使用教科用図書採択事務

取扱要綱でございます。本日ご審議をいただきました後、こちらのほうを正式に進めてまいり

たいと考えております。 

 この中で、検討委員会の設置が第４条にございます。 

 そして、さらにそこで、小学校の検討委員会の組織について第５条で定められております。 

 第６条では、その小学校検討委員会の組織の中で、委員長、副委員長を置く等々が書かれて

おります。 

 そして、小学校検討委員会の開催が第７条。第８条が、小学校検討委員会の報告という形で

定められています。 

 裏面にまいりますが、検討委員会のもとに、調査委員会を設置するとなっております。こち

らにつきましては、それぞれの国語、算数にあらわされますように、それぞれの各教科ごとの

調査委員会の設置ということになってございます。 

 次に、資料２をごらんいただきたいと思います。 

 こちらが、教科書採択の流れとなります。 

 まず、 飾区の公立学校が利用いたします教科書につきましては、まず 飾区教育委員会が

学校長等に対して、学校内での調査研究を依頼いたします。 

 さらに、それに合わせまして、学校の教員等は、 飾区では区内の小学校を、これから場所

を指定してまいりますが、あと総合教育センターにおいて教員用の展示会を開きます。 

 次に、それぞれ先ほど申し上げました検討委員会、調査委員会についてでございますが、

飾区教育委員会は、検討依頼を小学校教科用図書検討委員会にしてまいります。 

 そして、検討委員会が資料作成依頼を小学校教科用図書調査委員会にしてまいります。 

 調査委員会では、それぞれの委員が、教科書について調査をするとともに、先ほど申し上げ

ましたそれぞれの学校からの調査研究の報告をもとにいたしまして、最終的には調査研究報告

を検討委員会に提出をいたしまして、そして検討委員会で検討したものを最終的には 飾区教

育委員会のほうに報告を受けるものでございます。 

 そのような仕組みで教科書採択の流れが進んでまいります。 
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 最後に、資料３、一番最後のページをごらんいただきたいと思います。 

 本日ご審議いただいた後の予定でございますが、５月８日に第１回の 飾区小学校教科用図

書検討委員会を開催させていただきたいと思っております。その後、教科書展示、調査委員会

等を経まして、８月８日の教育委員会で、27年度から使用いたします教科書の採択を行ってい

ただく予定でございます。 

 なお、今回の教科書の採択に向けまして、今回の教科書の改訂について、四つほど大きな改

訂がございました。 

 それにつきましては、まず領土問題の扱いでございます。 

 ２点目は、いじめ問題への扱いでございます。 

 ３点目は、防災、安全教育の扱いでございます。 

 ４点目は、全国学力調査と教科書との結びつきでございます。 

 そして、もう一つは、今回の教科書につきましては、現在若い教員がふえておりますので、

その若い教員が、教科書を十分に使って、子どもにしっかりとした授業を進めることができる

というような趣旨で、今回の改訂が行われております。 

 このようなことも踏まえまして、検討委員会、さらには調査委員会、そして検討委員会に報

告して、その内容につきまして、教育委員の皆様にも、私たちのほうから学習会等で報告をさ

せていただきまして、ぜひ子どもたちにとって一番よい教科書を採択してまいりたいと思って

いるところでございます。 

 採択を受けまして、８月31日までに東京都教育委員会に報告をしてまいります。 

 私のほうからのご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの指導室長のご説明につきまして、何かご意見、ご質問等ございましたら

お願いいたします。 

 塚本委員。 

○塚本委員 ただいま指導室長のほうからご説明いただきました。特に気になりましたのは、

資料１についてでございます。 

 平成27年の使用教科用図書採択事務取扱要綱、まだ日付が入ってございませんけれども、今

までの23年の改訂の折と、今回ご提示いただいた資料で、どこか変更点があったのか。 

 それと、今ご説明いただきました４点にわたった文科省からの提示との整合性という部分を

お尋ねしたいと思います。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 こちらの事務取扱要綱につきましては、年度、そして期日等が変更になっている

ものでございますので、大きな部分での変更はございません。 

 さらに、先ほど私が申し上げました５点につきましては、こちらは要綱でございますので入
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っておりませんが、やはり検討する上では、先ほどの５点について十分検討をする必要がある

と思いますので、先ほどお話をさせていただいたところでございます。 

○塚本委員 ありがとうございました。 

○委員長 よろしいですか。 

 塚本委員。 

○塚本委員 指導室長のお答え、了解いたしました。 

 特に、資料３のところで、今後の日程その他も、検討委員会あるいは調整委員会を速やかに

立ち上げていただきながら、情報収集に努めて、当委員会でお諮りしていくように私は思って

おります。 

 以上です。 

○委員長 ほかにございますか。 

 面田委員。 

○面田委員 前回と要綱は変わりがないということで、私も前回のやり方がよかったと思って

おりますので、大きな変更が無くてよかったと思います。 

 それで、８月31日にはもう決めてしまわなければいけないわけですから、一番後ろの資料３

に書いてある、この予定の日程に沿って、遅れることがないように進めていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長 ほかにはよろしいですか。 

（発言する者なし） 

○委員長 では、次に移らせていただきます。 

 報告事項等５「平成26年度の生活指導について」、ご説明をお願いいたします。 

 指導室長。 

○指導室長 それでは、私のほうから「平成26年度の生活指導」につきましてご説明をさせて

いただくものでございます。 

 平成26年度の生活指導につきましては、６行の前文がございます。 

 その中で、 飾区の実態につきましては、昨年度も申し上げておりますように、子どもたち

が大変落ちついてきているところでございます。 

 しかしながら、いじめや不登校、さらには万引き、暴力行為、喫煙など、まだまだ依然とし

て解決を進めていかなければいけない問題は残っております。 

 このような実態を踏まえまして、本区の幼児・児童・生徒の健全育成を図るため、特に今回

４月から進めております「かつしか教育プラン2014」の中にあります、「かつしかっ子宣言」の

取り組みを各学校（園）が主体的に進めるとともに、これから学校にも示してまいりますが、
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生活指導のより一層の充実を図るということで、今回定めたものでございます。 

 それでは、記書き以下のところでご説明をさせていただきます。 

 まず、 飾区における生活指導の現状と対応策というところでお話をさせていただきますが、

まず（１）問題行動についてでございます。 

 特に、この４月は新しい年度になったり、進学等がございますので、子どもにとっては充実

した学校生活を送るための基礎固めを図る重要な時期と捉えております。 

 その意味では、小１問題や中１ギャップというお話もございますけれども、やはり学習規律

をしっかりともう一度固めていく、そのところをしっかりと行ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 箇条書きになっておりますが、その中で、四つ目の黒ぽちになっておりますが、ここにスマ

ートフォンのことを書かせていただいております。 

 子どもたちへのスマートフォンや携帯電話等の情報機器の普及に伴いまして、ＳＮＳへの依

存、さらにはネットワーク上の掲示板を利用し他人を誹謗中傷するなどの不適切な書き込みが

行われているという現状もまだございます。それがもとになりまして、いじめ等のトラブルに

つながっているということもございます。 

 ぜひ、ここのところにつきましては、この現状を踏まえまして、家庭の協力を得ながら、情

報機器の正しい使い方や情報モラルを身につける指導の充実。さらには、これから購入あるい

は現在使用している携帯電話等につきまして、何度も保護者の方にお願いしているところです

が、フィルタニングサービスの導入をさらに保護者会等で勧めていただくように、学校のほう

から啓発をしてまいりたいと思っておるところでございます。 

 なお、問題行動が生じたときには、学校で抱え込んで、それで解決が遅くなるということも

ございますので、やはりその問題行動が生じたときには、必要において警察への連絡、さらに

は教育員会への連絡等も迅速に行うということで、しっかりとその対応を図っていくというこ

とを努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２ページ目をごらんいただきたいと思います。 

 こちらは、安全指導についてでございます。 

 ページ上部に、５年間の本区内におきます交通事故の状況を載せさせていただいております

が、子どもの交通事故につきましては、平成25年、昨年度につきましては、24年度と比べまし

て６件減少をしているところでございます。 

 各校においても、今後子どもたちが、登下校中、さらには日常の生活の中で、交通事故に遭

わないようにということで、しっかりと指導を充実させてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 特に、全交通事故の中では、やはり子どもたちには自転車事故の割合が多いという状況がご
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ざいます。こちらについても、特に小学生について、自転車に乗るときにヘルメットの着用等、

保護者を通してお願いをしているところですが、やはり町を歩いてみても、なかなかヘルメッ

トを被っている子どもは少ないという現状がございます。 

 また、４月の保護者会において、やはり子どもたちの安全、そして、命を守る面からも、ヘ

ルメットの着用等、さらには、自転車を運転している際に、歩行者の方にぶつかってしまうと

か、そういった、ある意味では加害者になりかねませんので、その安全とマナーについても、

しっかりと学校を通して、保護者に家庭での教育について進めていくよう指導してまいりたい

と思っています。 

 さらには、計画的に、警察とも連携を図りながら、交通安全教室を図りながら、子どもたち

にも体験的に学ぶ指導を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、２ページの（３）いじめについてでございます。 

 こちらにつきましては、「学校いじめ防止基本方針」に基づきまして、いじめの問題は、どの

学校・学級にも起こる重大な問題であるといった認識に立ちまして、常に問題の把握に努める

とともに、いじめが発生した場合には、早急に対応・指導を行うよう、各学校に今年度も指導

をしてまいります。 

 その中では、実態に応じてですが、いじめる側の指導はもとより、やはりそれらを取り巻く

傍観者も含めて、学級・学校全体の中で指導を行き渡らせる、そして問題点を徹底的に解明い

たしまして、根本的な解決を図ることを学校に指導してまいりたいと考えておるところでござ

います。 

 その中で、黒ぽちの一つ目に載せさせていただきましたが、今年度につきましては、児童・

生徒が相談しやすい教育相談体制の構築のために、小学校５年生と中学校１年生全員に面接を

行うということで進めてまいります。 

 続きまして、３ページをごらんいただきたいと思います。 

 こちらにつきましては、不登校の学校不適応への指導についてでございます。 

 現在25年度の学校不適応等の調査につきましては、今現在最終の集計を行っているところで

ございまして、本来であれば、この25年度の数値について現在速報値をお伝えするところでは

ございますが、ちょっとまだ本日の時点では最終的な数値が出ておりませんので、数値が出た

時点で、また教育委員の皆様にはご報告をさせていただきたいと思っております。 

 しかし、 飾区の不登校の数につきましては、以前から予算措置を行いまして、スクールカ

ウンセラーを派遣する日数の拡充、それから、学校の教育相談体制の充実に向けての研修等々、

各学校がしっかりと取り組んでいることもございまして、不登校数につきましては減少傾向に

ございます。 

 さらには、出現率につきましても、都や全国と比べましても特に中学校が少ない状況でござ
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います。そこのところは、今後も、より効果的な対策を取り入れていくなど、この学校不適応

については対応を図ってまいりたいと考えております。 

 特に、昨年度の組織改正によりまして、総合教育センターに、そういう子どもたちを支援す

る組織をしっかりと定めたところでございます。総合教育センターで配置しております「かつ

しか学校問題解決支援チーム」や、さらにはスクールソーシャルワーカー、そして教育心理専

門相談員の専門性も生かしながら、この学校不適応に対して、学校そして家庭、そして教育委

員会が連携を図りながら進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 続きまして、家庭や地域社会との連携についてでございます。 

 子どもの虐待につきましては、教員が子どもの日常の様子を的確に把握するように努めると

ともに、子ども総合センターや児童相談所など関係機関との連携を図り、また総合教育センタ

ーに配置しておりますスクールソーシャルワーカーを活用するなど、その虐待に対しても、学

校がしっかりと取り組むように指導をしてまいりたいと思っております。 

 最後の面、４ページになりますが、近親者による暴力やネグレクト、子どもへの虐待につい

てということでございます。 

 ２点目は、生活習慣の向上の取組についてでございます。 

飾区には、「早寝・早起き、朝ごはん」運動、さらには「ノーテレビ・ノーゲームデー」等、

ある意味では誇れる取組がございます。こちらをしっかりと活用して、やはり子どもたちの生

活習慣をしっかりと身につけられるように、家庭と連携しながら行うように、年度初めですの

で、学校に指導をしてまいりたいと思っているところでございます。 

 最後に、平成26年度生活指導に関する「指導の重点」でございますが、今まで申し上げてま

いりましたけれども、いじめ問題について、しっかりといじめをしない、いじめを許さない学

校風土の醸成を行ってまいります。 

 ２点目は、スマートフォンや携帯電話の普及によりまして、いろいろトラブルが発生してお

りますので、その情報機器の正しい使い方や情報モラルを身につける指導を進めてまいります。 

 ３点目は、子どもの生活習慣をしっかり、子どもが主体的に身につけることができるように、

家庭とも連携を図ってまいりたいと考えております。 

 最後に、子どもたち全てに「災害安全」「生活安全」「交通安全」に関する指導を計画的に進

めてまいりまして、子どもたち自身が学校の内外において、危険を予測したり、それを回避す

る能力というものをつけることができるように、指導を重点的に行ってまいりたいと思ってお

ります。 

 私のほうから、平成26年度の生活指導につきましてのご報告は以上でございます。 

○委員長 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたしま

す。 
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 面田委員。 

○面田委員 それでは、三つほど。 

 学校不適応が減ってきているということですが、今までのいろいろな取組が効果を上げてき

ているのだなと思います。現場もきっとご苦労なさったことでしょうし、現在も苦労している

と思いますが、子どもが学校に行けないというのは、本当に考えただけでも胸が痛むわけです

から、そういう子ができるだけ出ないように頑張ってやっていってくれた成果だと改めてお礼

を申し上げたいと思います。ぜひ、これを続けていただきたいというのが一つです。 

 それから、二つ目は、この生活指導の前文のところに書いてあるように、「かつしかっ子宣言」

のところを主体的に各学校が取り組んでほしいということが書かれてありまして、「かつしかっ

子宣言」は本当にいいものになっています。 

 そういう子に育ってほしいというのは、教育委員会だけではなくて、 飾区の区民全部の望

みだと思います。そういう意味でも検討委員会があったわけですから。 

 そうしますと、子ども自身が、こういう子に、こんな子になりたいのだという気持ちをしっ

かり持つことが、この「かつしかっ子宣言」に主体的に取り組むことになると思います。です

から、学校現場ではただ形だけだというのではなくて、十分に子どもたちと話し合いをしてい

ただきたいし、そして、やはり個別の指導も必要だと思いますので、その辺のところ、特に小

学校は丁寧に、焦ることなく進めていただきたいなと思います。 

 それから、三つ目は、ちょっとお伺いしたいのですけれども、このいじめのところの３行目

に、５年生と中１に全員面接を実施すると書いてございますが、これは、今までもずっと継続

してやってきていたのかということ。 

 それから、この面接というのは、誰が面接をするのか。スクールカウンセラーなのか、担任

なのか、そこを教えていただきたいと思います。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 まず、ご質問の部分からお答えをさせていただきます。 

 まず、小学校５年生と中学校１年生において、全ての小・中学校で行うということにつきま

しては、今年度が初めてとなります。学校によりましては、もう既に実施をしている学校があ

りました。実施している学校の昨年度の取組の中で、例えば中学校１年生を全員面接したこと

によって、例えばいじめだけではなくて、学校不適応等が減ってきたということがございます。

やはり子ども一人一人がどういうことを考え、どういうことを悩んでいるかとか、そういうと

ころをしっかりと聞き取る、そして指導に生かすことが必要であると思いますので、これにつ

いては全ての学校でということで実施をいたしました。 

 なお、面談者につきましては、スクールカウンセラーの場合もございますが、校長先生がさ

れているという場合もございます。そちらについては、私たちのほうから、現在、誰がという
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ことは定めておりませんけれども、それぞれの学校の取組については、こちらのほうからも情

報収集はしっかりと図っていき、より効果的な取組をまた広めていければよいかなと思ってお

るところでございます。 

 それから、もう１点「かつしかっ子宣言」につきましては、やはり主体的な取組になるとい

うことは重要なことであると思っています。 

 以前に教育委員会でもお話をさせていただきましたが、子どもたち一人一人に「かつしかっ

子宣言」のカードを配付してまいります。表面につきましては、「かつしかっ子宣言」そのもの

がカラー刷りされているものですが、その裏面につきましては、「僕、私が取り組むこと」とい

う枠がございまして、そこに子どもたち一人一人が、教員の指導のもと、または児童会・生徒

会の取組の方向性もあると思いますが、一人一人の子どもがそこに書き込むことができるよう

な工夫をさせていただいております。 

 こちらにつきましては、ただそれだけではなくて、学校がやはり計画的または期間を選んで、

子どもたちの状況をしっかりと把握して、成果や課題を出したり、区全体といたしましても、

今の予定ですと、10月の「 飾教育の日」あたりにシンポジウムを開きまして、それぞれの学

校の取り組みを学校全体での交流とともに、できれば区民の皆様にも 飾区の子どものたちが

こういうふうに取り組んでいるのだということもお示しできるような機会を設けていくという

ことで、子どもたちにも自分たちが取り組んだことが、しっかりと皆に認められるような機会

をつくってまいりたいと考えているところでございます。 

○面田委員 よろしくお願いします。結構です。 

○委員長 ほかにございますか。 

 松本委員。 

○松本委員 まず１点目は、先ほど出た５年生と中学１年生に面接をやるということに、大賛

成です。 

 私が少し荒れた学校にいたときに、１年生全員にスクールカウンセラーの方に面接をしてい

ただいて連携をしてやったところ、大変効果があって、これは多くの学校でやったらいいなと

思っていたことなので、良いことだと思います。 

 次の２点目は、平成26年度の「指導の重点」、この四つの丸で結構ですし、特に２番目に書い

てある携帯電話関係の情報機器の事故の防止というのは、大変重要だと思います。 

 今回いただいた資料の中の、青少年委員会会長からいただいた資料を見ますと、４年生から

６年生までが携帯電話を持っているというのは54.4％で、中学生は75.2％と、年々所持率もふ

えているし、特に昨年の問題行動で、中学校が大きな事件を起こしたのは、携帯電話でのいろ

いろな情報の交換の中でのトラブルが原因でした。ぜひ、この青少年委員会から出ているよう

な、家庭でのマナーづくりとか、携帯電話の使用状況とか、正しい使い方について、学校と家
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庭、皆でこれを広めていけばいいなと思います。 

 次に、重点事項にも入っていますけれども、いじめの問題は依然として大変大きな課題であ

ると思います。 

 そこで、２ページにも書いてあるのですけれども、いじめの防止で大事なことは、教員とか

大人が「いけないよ、いけないよ」と指導することよりも、子どもたちが主体的に活動して防

止していくことが、一番効果があると思います。 

 そういう点では、児童会や生徒会が行う「いじめ防止サミット」とか、この前 飾区が、研

修といいますか、地域で開いたのですけれども、今「いじめ防止プログラム」というのがどん

どん広まっています。子どもたちが具体的に、ワークしながらいじめのことを深く考えて、行

動が変わっていくという。世田谷区などは、全学校にこれを取り入れるという話もありますし、

いろいろなところで広がってきているので、本区も、いきなりは無理だと思いますけれども、

徐々に、子どもが真剣に考える活動を取り入れていけたらいいと思っています。 

 以上です。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 最後のお話の中で、いじめに関する「いじめ防止サミット」など、そういうお話

をいただきました。こちらにつきましても、「かつしかっ子宣言」のシンポジウムの中で取り扱

えるものなのか。さらには、このいじめというところに特化して今後行っていくのかというこ

とについては、私たちのほうも、計画づくりの中でまた検討をさせていただきたいと考えてい

ます。ありがとうございました。 

○委員長 ほかにございますか。 

 竹髙委員。 

○竹髙委員 面田委員と松本委員とかぶるところもあるのですが、まず第一に、２ページ目の

いじめの少し上です。「地震と安全」、安全対策に対して、やはり「３．１１を忘れない」では

ないのですが、三陸の鉄道も復旧したとか、ニュースで取り上げられることもだんだん薄くな

ったと感じます。でも、だからといって来ないということではないので、やはり小学校、中学

校、一番守るべき子どもたちの安全対策において、小・中学校で力を入れて考えていっていた

だきたいと思います。 

 いじめの問題、各学校のホームページを見ますと、学校いじめ防止基本方針をきちんと打ち

出している学校もあります。そういうところで見させていただいたりもしておりますが、それ

を、松本先生がおっしゃるように、子どもたちにきちんと浸透して根が張るような形の取り組

みというのは、すごく大切だと思います。 

 とある先生にお聞きした話ですが、アンケートをとっていると、そのアンケートをとること

によって、ちょっとした些細な、これは嫌がらせになってしまうかもしれないと軽く考えてい
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た子どもたちは、自分が本当はいけないことをしていたかもしれないと認めることができるそ

うです。ですが、本当に傷つけている子は、私は絶対やっていないというアンケートの記入を

するのだそうです。やはり、その認識が、相手にとってそれだけ深い傷を負わせるのかという

ことを今の子どもたちはコミュニケーション能力が若干薄い部分がありますので、きちんとわ

かっていけるような、何かきっかけづくりというのを学校のほうで打ち出していただけたらい

いと感じます。 

 それに続きまして、やはり先ほどのスマートフォンのお話ですけれども、今、何かをきちん

としなければ、大人がきちんと打ち出していかなければ子どもたちが壊れていくのではないか

と思うぐらいに、携帯電話に依存している子どもたちが増えているように感じます。携帯電話

依存症と世間では言われますが、本当の病気だと思います。その状況を保護者の方が本当にき

ちんと認識して、目と目を向かい合わせて会話をきちんとできる子どもが使うツールであると

思うので、例えばカウンセラーの方のお話であるとか、悩んでいる子どもがいるのだとか、被

害がこれだけあったというお話をもっともっと保護者の方に打ち出していただいて、その怖さ

というのを認識していただかないと、手に負えなくなってからどうにかするというのでは本当

に遅いと思いますので、今年の重点として進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 今お話しいただきました「学校いじめ防止基本方針」につきましては、全学校が

４月１日からホームページ等で皆様にお知らせしているところでございます。 

 ただ、この方針は方針であって、それをどう具体的に図っていくかということは大人がやる

こと、さらには大人が本気になってやっている姿を見て、子どもたちも自分たちで工夫してや

っていく、そういう姿につなげていきたいと思っているところでございます。 

 スマートフォンの扱いにつきましては、確かに学校だけではもう対処できないことでござい

ます。放っておいたら余計違う方向に行くと思います。やはり私も、今ここで、学校の大人も

そうですが、やはり保護者の方たちに、買い与えるのは保護者ですので、もう一度そこでは責

任を持って、家庭でやっていただくということも必要であると思います。 

 ただ、家庭にやってくださいというだけではだめだと思いますので、セーフティ教室等々で、

「 飾教育の日」に保護者に集まっていただくときもありますので、子どもたちは授業をして

いますが、保護者の方にはそういうところで何か学んでいただくような機会をつくるなどして、

１人でも多くの保護者の方が、我が子の問題として持っていただけるように、私たちもそのよ

うなことを進められるように努力をしていきたいと考えています。 

 １人でも多くの保護者の方にわかっていただくように、私たちも頑張ってまいりたいと思っ

ています。 
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○委員長 塚本委員。 

○塚本委員 先ほど来、面田委員、松本委員、竹髙委員がおっしゃったとおりだと思います。 

 １点私が気になりましたのは、先ほど竹髙委員がおっしゃいました学校安全のところの防災

に関して、いわゆる「危機対応マニュアル」のそれぞれ学校に特化されたようなものが既にで

き上がっているのか、基本的なそのマニュアルの中で、学校がそれぞれおつくりなっているの

か１点知りたいのですが。 

 それともう１点、一番気になりましたのが、当然各この項目に、特に４ページに記載してご

ざいますように、「指導の重点」は全て網羅されて非常によろしいのですが、先ほどの報告にご

ざいましたように、人事異動で、新任の転入転出の中で、新任、新採用の方、それから、期限

付任用教員の方がいらっしゃいます。当面、その児童・生徒に接する教員の方たちへの負担を

考えますと、教育委員会としても、現場に携わる教員の方たちへのケアというものも決して忘

れてはならないと思います。 

 特に、またそういったいじめに関していえば、それを一つの教材として、やはり事例を保護

者の方に、実際の、字面ではなくて、こんなような悲惨な事例があったのだというのをやはり

対面しながら教示していただいて、理解を深めていただくことを切に要望したいと思います。 

 以上です。 

○委員長 指導室長。 

○指導室長 「危機対応マニュアル」のお話がございました。こちらにつきましては、まず教

育委員会のほうで、校長会と連携を図りながら、いわゆる元となるものはつくっております。 

 しかし、それぞれ学校が置かれている立地の環境等々で、学校長が中心となって、区の「危

機対応マニュアル」をもとに、その学校独自のものを作成していくことが、よりよい効果につ

ながると思っておりますので、現在各学校のほうでは、区のものをベースにしながら、各学校

の実態に応じたマニュアルを作成して活用しているところでございます。 

 さらには、いろいろ転入者のほうも入ってまいっておりますので、先ほどご意見をいただき

ましたことにつきましては、私たちのほうも十分踏まえまして、学校長とともに、しっかり留

意してまいりたいと考えております。 

○松本委員 ありがとうございました。 

○委員長 時間の都合もございますので、私から一言だけ。 

 先ほどから各委員からの貴重な意見がございました。 

 特に情報機器の問題ですけれども、他の自治体の中には、例えば９時以降は受信発信させな

いと決めた自治体もございますので、教育委員会といたしましても、ことしはこの件につきま

しては、強く発信をしていかなければと思っております。 

 それから、交通事故の問題です。 
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 今、春の交通安全週間でございます。テレビや新聞等の報道では、小さいお子さんの死亡事

故が報道されています。自転車利用時には、ぜひヘルメットの着用等、指導していただきたい

と思います。現状を見ますと、まちの中でヘルメットを着用しているお子さんは、まだまだ数

少ないようです。 

 また、カーブミラーは小さな子どもにとっては見にくい位置に設置してあると感じますので、

子どもに合った交通事故防止対策を、地域でも、学校のほうでもしっかり指導していかなけれ

ばと思っております。要望です。よろしくお願いいたします。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、次にまいります。 

 報告事項等６「平成26年度 飾区子どもまつりの実施について」、ご説明をお願いいたします。 

 地域教育課長。 

○地域教育課長 それでは、私から「平成26年度 飾区子どもまつりの実施について」、ご報告

いたします。資料のほうをごらんください。 

 実施の概要でございます。 

 名称は、2014年 飾区子どもまつり、第35回ということになります。第１回の実行委員会で、

「あそんでつながるみんなの絆」というテーマを決めたところでございます。 

 目的は、記載のとおり、「子どもたちが自然のなかで、より多くの友だちとふれあい、健やか

に成長することを願い開催する」ものでございます。 

 開催日時は、今月27日、日曜日の午前９時30分から午後３時でございます。雨天の場合は中

止となります。 

 会場が、都立水元公園、中央広場、記念広場、その周辺でございます。 

 （６）に催し物の内容等を記載してございます。 

 また、（７）参加の見込みにつきましては、２万3,000人と見込んでいるものでございます。 

 また、（８）にありますとおり、例年どおりでございますが、子どものつり大会も同時に開催

をするものでございます。 

 大きい項番の２に、実施に至る経過ということで記載してございます。 

 こちらの放射線量の測定ということで、１枚おめくりいただきますと、今年度26年度と、昨

年の25年度の水元の空間放射線量の測定の資料を添付してございます。 

 26年度のほうをごらんをいただきますと、全体の平均で約0.05マイクロシーベルトほど昨年

よりも下がっているという状況でございます。 

 この経過を受けまして、４月８日に開かれました子どもまつりの実行委員会において、最終

的な判断ということで、開催をすると決定したところでございます。 
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 また、資料をおめくりいただきまして、最終ページに、子どもまつりのパンフレットをつけ

てございます。 

 最終ページのさらに４枚目、一番終わりのところでございますが、各コーナーの一覧。また、

中ほどに中央ステージの時間割りです。９時30分からの開会式以降、催し物の内容等が記載し

てございますので、こちらのほうを後ほどごらんいただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 ただいまのご説明について、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 では、次に移らせていただきます。 

 報告事項等７「小菅西公園拡張部の整備について」、ご説明をお願いします。 

 生涯スポーツ課長。 

○生涯スポーツ長 それでは、報告事項等７「小菅西公園拡張部の整備について」、ご報告申し

上げます。 

 冒頭に申しわけありませんけれども、当初お配りした資料に修正がございまして、本日差し

かえ分の資料を机上に配付させていただきましたので、そちらをごらんいただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 それでは、ご説明をいたします。 

 小菅西公園は、荒川と綾瀬川の間にあります東京都下水道局小菅水再生センターの屋上にあ

る公園で、昭和58年４月１日に面積約１万5,360平方メートルで開園をしております。 

 今回拡張する部分は、同公園の南側に位置する同センター雨水沈殿池上部面積約5,600平方メ

ートル、約80メートル掛ける約70メートルの広さでございます。現在は、東京都下水道局にお

きまして耐震補強工事をしておりますが、本年９月に完了することから、10月から整備工事に

着手する予定でございます。 

 次に、１、整備方針についてご説明いたします。 

 小菅西公園は、富士山が見えるスポットであり、東京富士見百選の一つにも選ばれてござい

ます。また、川の風景やスカイツリーの眺望に優れた立地特性を活かし、四季折々の花木が咲

く環境とスポーツ公園を調和させることにより、観光スポットとして、憩い、賑わいのある空

間の整備を行っていきたいと考えております。 

 また、既存公園部分についても、経年劣化が目立つため、施設のバリアフリー化やユニバー

サルデザインを進めるとともに、施設の改修を行う予定でございます。 

 次に、２の整備内容でございます。 
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 恐れ入りますが、１枚おめくりいただきまして、全体平面図をごらんください。 

 今回の拡張部分につきましては、全体平面図の中央下あたり、拡張部、フットサルコート、

管理棟と記載されている、こちらの部分になります。 

 拡張部の中央に体育施設としてフットサルコート、25メートル掛ける40メートルのコートが

２面ございます。このコートは、人工芝の舗装をいたしまして、フットサルのボールが屋外に

出ないよう、天井及び側面全面をネットで覆うこととしております。 

 また、フットサルコート以外の部分は、アスファルト舗装で多目的広場を設けてございます。

こちらには、プランターやベンチなどを置き、観光スポットとしての活用ができるようにと考

えてございます。 

 そのほか、管理棟１棟や、エレベーター設置、南側駐車場11台、うち障害者用が２台になり

ますけれども、あと、自転車置き場、南側に５台、東側に20台を設けるようにしてございます。 

 また、既存公園部分の改修につきましては、トイレ、あずまやの改修、児童用遊具の設置な

どを改修等を予定しております。 

 ３、予定工期につきましては、平成26年10月から平成28年３月までを予定しております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○委員長 ただ今のご説明につきまして、何かご意見ご質問等ございますか。 

 竹髙委員。 

○竹髙委員 小菅西公園は、桜がとてもきれいなのですけれども、既存の公園部の部分は手を

入れないということは、桜であったりとか、花がある部分はそのままであるというように考え

てよろしいのでしょうか。 

 あと、もう１点なのですけれども、毎年のようにお花見のシーズンであったり、お花がきれ

いに咲いているシーズンは、自転車が20台や30台の駐輪場では足りないくらいの台数が並ぶの

ですけれども、警備員の方が立たなくてもうまく区民が利用できるような形になるといいので

はないかなと、毎年感じることではあります。 

 以上です。 

○委員長 生涯スポーツ課長。 

○生涯スポーツ長 まず、ご質問のありました、桜の花木ですけれども、これについてはその

ままということで、遊具等について改修をするということでございます。 

 また、自転車置き場の件についてでございます。今回５台と20台ということなのですけれど

も、この辺ももっとたくさん置けるように話をしたところ、やはり下水道局のほうが、どうし

てもその広さがとれないということで、私どもは公園課からそのようにお聞きしております。 

 以上でございます。 

○委員長 ありがとうございます。ほかによろしいですか。では、私から一言。 
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 今までエレベーターも駐車場もございませんでしたが、長年、区民より要望の強かったエレ

ベーター、駐車場の設置が決まり、より多くの区民の皆さんに利用されると思います、ありが

とうございました。 

 以上で、報告事項７件を終了させていただきます。 

 ここで、教育委員の皆様からご発言ございましたらお願いしたいと思いますが、よろしいで

すか。 

 面田委員。 

○面田委員 先日、小学校、中学校、幼稚園の入学式に参加させていただきました。子どもの

数よりも保護者の方の数がとても多いということと、もう一つは、地域の方々がご来賓でたく

さんお見えになっているということを拝見して、学校に対する期待の大きさを改めて感じまし

た。 

 先生方もとてもいきいきとやる気を持った先生方ばかりで、ぜひ教育委員会としても、学校

が地域の学校として十分伸びていけるように、そしてうまく連携できるように支援をしていた

だきたいなと、そのように思いました。 

 ある学校では、来賓の方が50名以上でした。びっくりいたしました。 

○委員長 ありがとうございました。 

 竹髙委員。 

○竹髙委員 今の面田委員のお話を受けまして、一つ思ったことがあります。 

 昨日も幼稚園の入園式に参加させていただいたのですが、ホールが狭いのももちろんなので

すけれども、すごく元気いっぱいで、歌が上手で、区歌まで歌っていたのです。すばらしいな

と思いました。 

 少し残念に思ったのは、小学校、中学校の区歌を歌う声が、若干小さかったのがとても気に

なったのです。もう少し元気よく歌ってほしいと。絶対に歌えるはずなのです。合唱コンクー

ルなどでは、とても上手に歌っています。やはり入学式、卒業式で、校歌であったり、区歌で

あったり、やはり堂々と元気よく歌う姿というのを見たいなと感じます。 

 10年前よりも、来賓の方は本当にとても多くなって、昔は、卒業式においでになった方の半

分ぐらいが入学式にいらっしゃる程度の人数でしたが、卒業式と同じぐらいの人数の方がいら

っしゃっているのに本当にびっくりしました。やはり、本当に期待されているのだなと思いま

した。だからこそ、歌も元気よく歌ってもらえると嬉しいなと感じたので、ぜひ学校のほうに

伝えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長 塚本委員。 

○塚本委員 時間も大分押してございますけれども、今、両委員のおっしゃったように、私も

２校入学式に参加させていただいたのです。 
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 ちょっと知りたいのが、４月１日付で、各小・中校で、既に新入生徒が決まっていますので、

実数がわかりましたら、後ほどで結構ですけれども、一覧の資料が出来ておれば、４月１日現

在の在校生の数を教えていただきたいです。 

 と申しますのは、たまたま参加したのが、入学生数33名の小学校で、クラス編成一つしかで

きない。あと３名おれば２クラスかなという小学校です。都市開発の流れの環境等もあろうか

と思うのですが、もう一校参加した中学校は、Ｅクラスまで５クラス編成の学校でした。その

ギャップを２日間で非常に感じましたので、今ではなくて結構なので、４月１日の時点での在

校者数等、資料でいただければお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長 学務課長。 

○学務課長 学校の児童・生徒の確定につきましては、４月７日、入学式をもって学籍を確定

させるもので、最終的には、１日から７日までの間に、いろいろな転入、転出で若干動いてお

ります。速報として４月１日付の在校生徒数がございますので、後ほどご提示することと、７

日の確定値につきましては、次回の教育委員会の中で報告をさせていただきます。 

○塚本委員 ありがとうございます。 

○委員長 よろしくお願いいたします。 

 面田委員。 

○面田委員 先日、中青戸小学校を視察させていただきました。簡単でいいのですけれども、

入学してからの様子がわかるようでしたら、教えてください。 

○委員長 学校教育担当部長。 

○学校教育担当部長 入学式以降、まだ仮の昇降口ということもありまして、毎日お邪魔をさ

せていただいております。 

 給食が始まった日は、１日いるような形で様子を見せていただきました。 

 新しい学校はこんなに子どもに喜ばれるのかなというぐらい、子どもたちは嬉しそうな顔を

しておりました。それから、学校周辺を通る地域の方、保護者の方の表情などからも本当にい

いものができたなと感じております。 

 本区初めてのセミオープン型の教室でございますけれども、まだ子どもたち緊張しています

ので、飛び出す子もなく、きちんと先生のお話を集中してよく聞いている様子がとてもいいな

と思いました。廊下が広いということもありますので、調理室から給食を上げる作業も非常に

スムーズでございました。また、そのセミオープン型の空間を上手に配膳のときに使って、本

区ではなかなか見られない給食の風景を見させていただきました。そのセミオープンで授業を

進められているところも拝見したのですけれども、確かに教室があいていますので、廊下に出

ると音は聞こえますけれども、教室に入ってしまうと心配したような、お隣の教室の音が聞こ
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えて落ち着かないということはないようでした。できれば、あのまま子どもたちの集中力がも

っていただければいいなと思います。 

 また、新しい学校をどのように活用していくかということを校長先生も積極的に考えていら

っしゃいますので、その辺をまた、次の学校へということも含めて参考にさせていただきたい

と考えてございます。 

 以上です。 

○面田委員 ありがとうございました。 

○委員長 ありがとうございました。 

 では、「その他」の事項に入らせていただきます。庶務課長、一括してご説明をお願いいたし

ます。 

 庶務課長。 

○庶務課長 それでは、資料の配付について説明させていただきます。 

 （１）ですが、新年度ですので、教育委員会の組織、それから教育委員会事務局の職場の配

置図、それから 飾区全体の行政組織図を配付させていただきましたので、後ほどごらんおき

ください。 

 それから、（２）の「スポーツ推進だより」64号、続きまして、（３）かつしか区民大学情報

誌「まなびぷらす」12号も配付させていただいておりますので、お読みいただければと思いま

す。 

 そして、（４）「携帯電話・スマートフォン」について、家庭でのマナールールづくりについ

ては、すでに先ほどからご意見いただいていますので読んでいただいていると思うのですが、

青少年委員会の会長から、各小・中学校の保護者の皆様へということで出させていただいてお

りますので、情報提供させていただきます。 

 続きまして、２の出席依頼ですが、１件ございまして、５月10日東京理科大学大ホールの科

学教室開室式、こちらについては面田委員さんの出席ということで、よろしくお願いいたしま

す。 

 そして、３については、次回以降の教育委員会予定を記載しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 私のほうからは以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 以上で、平成26年教育委員会第４回定例会を終わらせていただきます。ご苦労さまでござい

ました。 

閉会時刻１１時２５分 


